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日本医師会感染症危機管理対策室長  
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改

正する省令及び蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件

の施行について 

 

 

標記の件につきまして、今般、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部（局）長宛

別添の通知がなされました。 

本改正の概要は、感染症法に規定する特定感染症予防指針を定める感染症に「ジカ

ウイルス感染症」を追加し、蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針に「ジカウイ

ルス感染症」に関する記述を追加し、３月３０日付で公布及び施行・適用されたこと

であります。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管下郡市区

医師会、関係医療機関等への周知方ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 



 

健感発０３３０第１号 

平成２８年３月３０日 

 

 

都 道 府 県 

各  保 健 所 設 置 市   衛生主管部（局）長 殿 

   特 別 区 

 

 

厚生労働省健康局結核感染症課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改 

正する省令及び蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件 

の施行について（施行通知） 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令

（平成 28 年厚生労働省令第 49 号。以下「改正省令」という。）及び蚊媒介感染症に関する

特定感染症予防指針の一部を改正する件（平成 28 年厚生労働省告示第 119 号。以下「改正

告示」という。）については、本日、別紙のとおり公布及び施行・適用されたところである。

これらの概要等は下記のとおりであるので、貴職におかれては、貴管内市町村（保健所を

設置する市及び特別区を除く。）及び関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏な

きを期されたい。 

 

 

記 

 

第一 改正の趣旨 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の

一部を改正する政令（平成 28 年政令第 41 号）において、「ジカウイルス感染症」を感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）上の四

類感染症に、また、検疫法（昭和 26 年法律第 201 号）上の検疫感染症に指定し、国内対

策、水際対策を図ったところである。 

「ジカウイルス感染症」は蚊が媒介する感染症であるが、蚊媒介感染症については、

平成 27 年４月、蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針（平成 27 年厚生労働省告示

第 260 号。以下「蚊の指針」という。）を策定し、国・都道府県・医療機関等が一体とな

って対策を講じているところ、「ジカウイルス感染症」についても、蚊の指針で感染症対



 

策を推進する感染症に追加し、対策を強化する必要があることから所要の措置を講じる。 

 

第二 改正省令の概要等 

１ 概要 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成 10 年厚生省 

令第 99 号）第２条に規定する特定感染症予防指針を定める感染症に「ジカウイルス感染

症」を追加する。 

   

 ２ 施行期日 

  公布の日（平成 28 年３月 30 日）から施行する。 

 

第三 改正告示の概要等 

 １ 概要 

  「ジカウイルス感染症」は蚊が媒介する感染症であり、デング熱やチクングニア熱同 

様、国内各地に分布するヒトスジシマカが媒介することが知られており、重点的に対策

を講じる必要があるため、蚊の指針に「ジカウイルス感染症」に関する記述を追加する。 

 

 ２ 適用期日 

  公布の日（平成 28 年３月 30 日）から適用する。 
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令
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蚊
媒
介
感
染
症
に
関
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
条
文

○

蚊
媒
介
感
染
症
に
関
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

国
際
的
な
人
の
移
動
の
活
発
化
に
伴
い
、
国
内
で
の
感
染
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な

国
際
的
な
人
の
移
動
の
活
発
化
に
伴
い
、
国
内
で
の
感
染
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な

い
感
染
症
に
つ
い
て
、
海
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
事
例
が
増
加
し
て
い
る
。
デ
ン

い
感
染
症
に
つ
い
て
、
海
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
事
例
が
増
加
し
て
い
る
。
デ
ン

グ
熱
な
ど
の
蚊
が
媒
介
す
る
感
染
症
（
以
下
「
蚊
媒
介
感
染
症
」
と
い
う
。
）
に

グ
熱
な
ど
の
蚊
が
媒
介
す
る
感
染
症
（
以
下
「
蚊
媒
介
感
染
症
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
も
、
海
外
で
感
染
し
た
患
者
の
国
内
で
の
発
生
が
継
続
的
に
報
告
さ
れ
て

つ
い
て
も
、
海
外
で
感
染
し
た
患
者
の
国
内
で
の
発
生
が
継
続
的
に
報
告
さ
れ
て

い
る
。

い
る
。

我
が
国
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
、
デ
ン
グ
熱
に
国
内
で
感
染
し
た

我
が
国
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
、
デ
ン
グ
熱
に
国
内
で
感
染
し
た

患
者
が
、
昭
和
十
七
年
か
ら
二
十
年
ま
で
の
間
に
か
け
て
報
告
さ
れ
て
以
来
、
約

患
者
が
、
昭
和
十
七
年
か
ら
二
十
年
ま
で
の
間
に
か
け
て
報
告
さ
れ
て
以
来
、
約

七
十
年
ぶ
り
に
報
告
さ
れ
た
。
現
在
、
デ
ン
グ
熱
に
つ
い
て
は
、
特
異
的
な
治
療

七
十
年
ぶ
り
に
報
告
さ
れ
た
。
現
在
、
デ
ン
グ
熱
に
つ
い
て
は
、
ワ
ク
チ
ン
や
特

法
は
存
在
せ
ず
、
ワ
ク
チ
ン
も
実
用
化
に
向
け
た
研
究
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る

異
的
な
治
療
法
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
デ
ン
グ
出
血
熱
と
呼
ば
れ
る
重
篤
な
症
状

段
階
で
あ
り
、
ま
た
、
デ
ン
グ
出
血
熱
と
呼
ば
れ
る
重
篤
な
症
状
を
呈
す
る
場
合

を
呈
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
蚊
媒
介
感
染
症
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
に

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
蚊
媒
介
感
染
症
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
に
は
、
平
常
時
か

は
、
平
常
時
か
ら
感
染
症
を
媒
介
す
る
蚊
（
以
下
「
媒
介
蚊
」
と
い
う
。
）
の
対

ら
感
染
症
を
媒
介
す
る
蚊
（
以
下
「
媒
介
蚊
」
と
い
う
。
）
の
対
策
を
行
う
こ
と

策
を
行
う
こ
と
、
国
内
に
お
い
て
蚊
媒
介
感
染
症
が
媒
介
蚊
か
ら
人
に
感
染
し
た

、
国
内
に
お
い
て
蚊
媒
介
感
染
症
が
媒
介
蚊
か
ら
人
に
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し
た
症
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（
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下
「

症
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（
以
下
「
国
内
感
染
症
例
」
と
い
う
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迅
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す
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こ
と
、
発
生

国
内
感
染
症
例
」
と
い
う
。
）
を
迅
速
に
把
握
す
る
こ
と
、
発
生
時
に
的
確
な
媒

時
に
的
確
な
媒
介
蚊
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対
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を
行
う
こ
と
、
蚊
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感
染
症
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に
適
切
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介
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の
対
策
を
行
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こ
と
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症
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に
適
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す
る
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し
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染

こ
と
な
ど
が
重
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で
あ
る
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、
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例
が
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し
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例
が
発
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し
た
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介
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症
は
、
予
防
接
種
の
普
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に
よ
り
年
間
数
件
の
発

た
蚊
媒
介
感
染
症
は
、
予
防
接
種
の
普
及
に
よ
り
年
間
数
件
の
発
生
に
と
ど
ま
る

生
に
と
ど
ま
る
日
本
脳
炎
に
限
ら
れ
て
お
り
、
感
染
症
対
策
の
一
環
と
し
て
、
平

日
本
脳
炎
に
限
ら
れ
て
お
り
、
感
染
症
対
策
の
一
環
と
し
て
、
平
常
時
に
お
け
る

常
時
に
お
け
る
媒
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蚊
の
対
策
だ
け
で
な
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、
国
内
に
常
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し
な
い
蚊
媒
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感
染

媒
介
蚊
の
対
策
だ
け
で
な
く
、
国
内
に
常
在
し
な
い
蚊
媒
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感
染
症
が
国
内
で
発

症
が
国
内
で
発
生
し
た
際
の
媒
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蚊
の
対
策
が
十
分
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
い

生
し
た
際
の
媒
介
蚊
の
対
策
が
十
分
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る

う
現
状
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
近
年
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
媒
介
蚊
の
対

。
そ
の
た
め
、
近
年
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
媒
介
蚊
の
対
策
に
関
す
る
知

策
に
関
す
る
知
識
や
経
験
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
と
も
に
、
国
民
の
媒
介
蚊
に
対

識
や
経
験
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
と
も
に
、
国
民
の
媒
介
蚊
に
対
す
る
知
識
や
危

す
る
知
識
や
危
機
感
が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
中
、
媒
介
蚊
の
対
策
を
含
む
蚊
媒

機
感
が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
中
、
媒
介
蚊
の
対
策
を
含
む
蚊
媒
介
感
染
症
の
対

介
感
染
症
の
対
策
の
充
実
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
蚊
媒
介
感

策
の
充
実
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
蚊
媒
介
感
染
症
の
感
染
経

染
症
の
感
染
経
路
、
流
行
し
た
場
合
に
社
会
に
与
え
る
影
響
等
に
鑑
み
る
と
、
行

路
、
流
行
し
た
場
合
に
社
会
に
与
え
る
影
響
等
に
鑑
み
る
と
、
行
政
関
係
者
や
医

政
関
係
者
や
医
療
関
係
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
民
一
人
一
人
が
そ
の
予
防
に

療
関
係
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
民
一
人
一
人
が
そ
の
予
防
に
積
極
的
に
取
り

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

組
ん
で
い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

蚊
媒
介
感
染
症
で
あ
る
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
に
つ
い

蚊
媒
介
感
染
症
で
あ
る
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
国
内
感



て
は
、
現
時
点
で
は
国
内
感
染
症
例
が
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

染
症
例
が
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
デ
ン
グ
熱
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ

デ
ン
グ
熱
、
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
に
つ
い
て
は
、
い
ず

ア
熱
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
日
本
国
内
に
広
く
分
布
す
る
ヒ
ト
ス
ジ
シ
マ
カ
が

れ
も
日
本
国
内
に
広
く
分
布
す
る
ヒ
ト
ス
ジ
シ
マ
カ
が
媒
介
す
る
こ
と
が
知
ら
れ

媒
介
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
い
ず
れ
も
海
外
で
蚊
媒
介
感
染
症
に

て
い
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
七
年
に
は
、
イ
ン
ド
、
台
湾
等
で
デ
ン
グ
熱
の
流
行

か
か
っ
た
者
が
帰
国
又
は
入
国
す
る
例
（
以
下
「
輸
入
感
染
症
例
」
と
い
う
。
）

が
、
ブ
ラ
ジ
ル
を
始
め
と
す
る
中
南
米
地
域
で
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
が

が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
輸
入
感
染
症
例
を
起
点
と
し
て
国
内
で
の
感
染

報
告
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
海
外
で
蚊
媒
介
感
染
症
に
か
か
っ
た
者
が
帰
国
又

が
拡
大
す
る
可
能
性
が
常
に
存
在
す
る
。
蚊
媒
介
感
染
症
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
以

は
入
国
す
る
例
（
以
下
「
輸
入
感
染
症
例
」
と
い
う
。
）
を
起
点
と
し
て
国
内
で

外
に
も
、
マ
ラ
リ
ア
、
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
、
日
本
脳
炎
な
ど
が
あ
る
。
マ
ラ
リ

の
感
染
が
拡
大
す
る
可
能
性
が
常
に
存
在
す
る
。
蚊
媒
介
感
染
症
と
し
て
は
、
こ

ア
に
つ
い
て
は
、
媒
介
蚊
で
あ
る
ハ
マ
ダ
ラ
カ
が
国
内
の
人
口
が
密
集
し
て
い
る

れ
ら
以
外
に
も
、
マ
ラ
リ
ア
、
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
、
日
本
脳
炎
な
ど
が
あ
る
。

地
帯
に
は
生
息
し
て
い
な
い
。
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
に
つ
い
て
は
、
発
症
し
て
い

マ
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
媒
介
蚊
で
あ
る
ハ
マ
ダ
ラ
カ
が
国
内
の
人
口
が
密
集
し

る
際
の
人
の
血
中
に
お
け
る
ウ
イ
ル
ス
量
が
少
な
く
、
媒
介
蚊
の
み
を
介
し
た
人

て
い
る
地
帯
に
は
生
息
し
て
い
な
い
。
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
に
つ
い
て
は
、
発
症

か
ら
人
へ
の
感
染
環
が
成
立
し
な
い
こ
と
か
ら
、
デ
ン
グ
熱
や
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱

し
て
い
る
際
の
人
の
血
中
に
お
け
る
ウ
イ
ル
ス
量
が
少
な
く
、
媒
介
蚊
の
み
を
介

と
比
し
て
、
輸
入
感
染
症
例
を
起
点
と
し
て
国
内
感
染
症
例
が
発
生
す
る
可
能
性

し
た
人
か
ら
人
へ
の
感
染
環
が
成
立
し
な
い
こ
と
か
ら
、
デ
ン
グ
熱
、
ジ
カ
ウ
イ

は
低
い
。
日
本
脳
炎
に
つ
い
て
は
、
効
果
的
な
ワ
ク
チ
ン
が
既
に
存
在
し
、
予
防

ル
ス
感
染
症
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
と
比
し
て
、
輸
入
感
染
症
例
を
起
点
と
し
て

接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
基
づ
く
定
期
の
予
防
接
種
が
実

国
内
感
染
症
例
が
発
生
す
る
可
能
性
は
低
い
。
日
本
脳
炎
に
つ
い
て
は
、
効
果
的

施
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
現
時
点
で
は
、
デ
ン
グ
熱
及
び
チ
ク
ン

な
ワ
ク
チ
ン
が
既
に
存
在
し
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号

グ
ニ
ア
熱
に
つ
い
て
は
、
そ
の
感
染
が
国
内
で
拡
大
す
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え

）
に
基
づ
く
定
期
の
予
防
接
種
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
現

ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
本
指
針
で
は
、
デ
ン
グ
熱
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
を
、
重

時
点
で
は
、
デ
ン
グ
熱
、
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
に
つ
い

点
的
に
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
蚊
媒
介
感
染
症
に
位
置
付
け
、
こ
れ
ら
の
感

て
は
、
そ
の
感
染
が
国
内
で
拡
大
す
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た

染
症
の
媒
介
蚊
で
あ
る
ヒ
ト
ス
ジ
シ
マ
カ
が
発
生
す
る
地
域
に
お
け
る
対
策
を
講

め
、
本
指
針
で
は
、
デ
ン
グ
熱
、
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱

じ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
発
生
の
予
防
と
ま
ん
延
の
防
止
を
図
る
こ
と
を
主
た
る

を
、
重
点
的
に
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
蚊
媒
介
感
染
症
に
位
置
付
け
、
こ
れ

目
的
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
以
外
の
蚊
媒
介
感
染
症
（
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
、

ら
の
感
染
症
の
媒
介
蚊
で
あ
る
ヒ
ト
ス
ジ
シ
マ
カ
が
発
生
す
る
地
域
に
お
け
る
対

黄
熱
、
西
部
ウ
マ
脳
炎
、
東
部
ウ
マ
脳
炎
、
日
本
脳
炎
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
ウ
マ
脳
炎

策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
発
生
の
予
防
と
ま
ん
延
の
防
止
を
図
る
こ
と
を

、
マ
ラ
リ
ア
、
野
兎
病
及
び
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
）
に
つ
い
て
も
、
共
通
す
る
対
策

と

主
た
る
目
的
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
以
外
の
蚊
媒
介
感
染
症
（
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ

は
必
要
に
応
じ
て
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

ル
熱
、
黄
熱
、
西
部
ウ
マ
脳
炎
、
東
部
ウ
マ
脳
炎
、
日
本
脳
炎
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
ウ

マ
脳
炎
、
マ
ラ
リ
ア
、
野
兎
病
及
び
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
）
に
つ
い
て
も
、
共
通
す

と

る
対
策
は
必
要
に
応
じ
て
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

本
指
針
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
、
適
切
な

本
指
針
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
、
適
切
な

リ
ス
ク
評
価
を
行
っ
た
上
で
、
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
を

リ
ス
ク
評
価
を
行
っ
た
上
で
、
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
を

目
標
と
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体

目
標
と
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体

、
医
療
関
係
者
、
国
民
等
、
全
て
の
関
係
者
が
連
携
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き

、
医
療
関
係
者
、
国
民
等
、
全
て
の
関
係
者
が
連
携
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き

施
策
に
つ
い
て
、
新
た
な
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

施
策
に
つ
い
て
、
新
た
な
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

本
指
針
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
予
防
・
治
療
等

本
指
針
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
予
防
・
治
療
等

に
関
す
る
最
新
の
科
学
的
知
見
、
本
指
針
に
基
づ
く
取
組
の
進
捗
状
況
等
を
勘
案

に
関
す
る
最
新
の
科
学
的
知
見
、
本
指
針
に
基
づ
く
取
組
の
進
捗
状
況
等
を
勘
案



し
て
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

し
て
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
れ
を
改
正
す
る
も
の
と
す
る
。

は
、
こ
れ
を
改
正
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二

発
生
動
向
の
調
査
の
強
化

第
二

発
生
動
向
の
調
査
の
強
化

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

医
師
に
よ
る
診
断
及
び
届
出

三

医
師
に
よ
る
診
断
及
び
届
出

国
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
迅
速
か
つ
正
確
な
診
断
が
全
国
的
に
可
能
と
な

国
は
、
デ
ン
グ
熱
や
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
等
の
蚊
媒
介
感
染
症
の
迅
速
か
つ

る
よ
う
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

正
確
な
診
断
が
全
国
的
に
可
能
と
な
る
よ
う
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
医
薬

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五

品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
体

じ
。
）
の
広
範
な
利
用
に
向
け
て
、
必
要
に
応
じ
支
援
を
行
う
こ
と
と
す
る

外
診
断
用
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
広
範
な
利
用
に
向
け
て
、
必

。
ま
た
、
国
は
、
医
師
が
蚊
媒
介
感
染
症
の
感
染
が
確
定
し
た
患
者
に
つ
い

要
に
応
じ
支
援
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
国
は
、
医
師
が
デ
ン
グ
熱
や

て
直
ち
に
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
診
断
か
ら
届
出
に
至
る
一
連

チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
等
の
蚊
媒
介
感
染
症
の
感
染
が
確
定
し
た
患
者
に
つ
い
て

の
手
順
等
を
示
し
た
手
引
を
作
成
し
、
公
益
社
団
法
人
日
本
医
師
会
（
以
下

直
ち
に
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
診
断
か
ら
届
出
に
至
る
一
連
の

「
日
本
医
師
会
」
と
い
う
。
）
の
協
力
を
得
て
、
医
師
に
周
知
す
る
こ
と
と

手
順
等
を
示
し
た
手
引
を
作
成
し
、
公
益
社
団
法
人
日
本
医
師
会
（
以
下
「

す
る
。

日
本
医
師
会
」
と
い
う
。
）
の
協
力
を
得
て
、
医
師
に
周
知
す
る
こ
と
と
す

る
。

ま
た
、
都
道
府
県
等
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
病
原
体
の
遺
伝
子
検
査
等
の

ま
た
、
都
道
府
県
等
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
病
原
体
の
遺
伝
子
検
査
等
の

た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
診
断
が
な
さ
れ
た
後
に
お
い
て

た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
診
断
が
な
さ
れ
た
後
に
お
い
て

も
医
師
等
の
医
療
関
係
者
に
患
者
の
検
体
等
の
提
出
を
依
頼
す
る
こ
と
と
す

も
医
師
等
の
医
療
関
係
者
に
患
者
の
検
体
等
の
提
出
を
依
頼
す
る
こ
と
と
す

る
。

る
。

第
四

医
療
の
提
供

第
四

医
療
の
提
供

一

（
略
）

一

（
略
）

二

診
断
及
び
治
療
体
制
の
整
備

二

診
断
及
び
治
療
体
制
の
整
備

一
部
の
蚊
媒
介
感
染
症
の
国
内
感
染
症
例
は
現
時
点
で
は
ま
れ
な
事
例
で

一
部
の
蚊
媒
介
感
染
症
の
国
内
感
染
症
例
は
現
時
点
で
は
ま
れ
な
事
例
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
国
は
、
診
療
に
当
た
る
医
師
が
早
期
の
診
断
と
適
切
な
治

あ
る
こ
と
か
ら
、
国
は
、
診
療
に
当
た
る
医
師
が
早
期
の
診
断
と
適
切
な
治

療
を
実
施
で
き
る
よ
う
、
他
の
感
染
症
と
の
鑑
別
診
断
や
治
療
方
針
等
に
つ

療
を
実
施
で
き
る
よ
う
、
他
の
感
染
症
と
の
鑑
別
診
断
や
治
療
方
針
等
に
つ

い
て
、
診
断
か
ら
治
療
ま
で
に
至
る
一
連
の
手
順
等
を
示
し
た
手
引
を
作
成

い
て
、
診
断
か
ら
治
療
ま
で
に
至
る
一
連
の
手
順
等
を
示
し
た
手
引
を
作
成

す
る
と
と
も
に
、
日
本
医
師
会
の
協
力
を
得
つ
つ
医
師
に
周
知
す
る
。
ま
た

す
る
と
と
も
に
、
日
本
医
師
会
の
協
力
を
得
つ
つ
医
師
に
周
知
す
る
。
ま
た

、
国
は
、
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
を
始
め
と
す
る
現

、
国
は
、
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
を
始
め
と
す
る
現
時
点
で
は
国
内
感
染
症
例
の

時
点
で
は
国
内
感
染
症
例
の
報
告
が
な
い
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
も
、
地

報
告
が
な
い
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
も
、
地
域
医
療
を
担
う
医
師
が
感
染

域
医
療
を
担
う
医
師
が
感
染
症
の
専
門
家
に
円
滑
に
相
談
で
き
る
よ
う
、
国

症
の
専
門
家
に
円
滑
に
相
談
で
き
る
よ
う
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際

立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー(

以
下
「
国
立
国
際
医
療

医
療
研
究
セ
ン
タ
ー(

以
下
「
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。)



研
究
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。)

、
日
本
医
師
会
、
関
係
諸
学
会
等
と
連
携
し

、
日
本
医
師
会
、
関
係
諸
学
会
等
と
連
携
し
つ
つ
、
協
力
体
制
の
構
築
に
努

つ
つ
、
協
力
体
制
の
構
築
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

め
る
も
の
と
す
る
。

三

（
略
）

三

（
略
）










